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　　  ○食品中の放射性物質の検査
　　　○食品中の放射性物質から受ける放射線量の調査結果
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福島市 会津若松市 いわき市
県北保健福祉事務所 合同庁舎 合同庁舎

震災前の平常時 0.04 0.04～0.05 0.05～0.06

2011年4月1日 2.74 0.24 0.66

9月1日 1.04 0.13 0.18

2012年3月1日 0.63 0.1 0.17

9月1日 0.69 0.1 0.1

2013年3月1日 0.46 0.07 0.09

9月1日 0.33 0.07 0.09

2014年3月1日 0.24 0.07 0.08

9月1日 0.25 0.07 0.08

2015年3月1日 0.24 0.06 0.07

9月1日 0.20 0.06 0.07

１．空間線量率の経年変化

＜空間線量率マップ＞
（東京電力福島第一原発から80km圏内の地表面から1m高さの空間線量率）

＜空間線量率の推移＞
［単位：μSv/h］

＊調査地点の下の欄の数値は各日付の零時の値
【出典データ】福島県 県内７方部 環境放射能測定結果

○ 東京電力福島第一原発事故以降、航空機モニタリングにより、地表面か
ら１ｍの高さの空間線量率（※用語解説参照）の状況を面的に把握しています。

○ モニタリングの測定結果を2011年11月と2014年9月で比較したとこ
ろ、測定地域により違いはあるものの、半径80ｋｍ圏内の空間線量率を
平均すると約55％が減少しています。

○ この期間における放射性セシウムの物理学的半減期（※用語解説参照）から
計算した空間線量率の減衰は約43%であることから、残りの約12％は、
風雨などの自然要因（ウェザリング効果）等により減少しているものと考え
られます（除染による低下も含まれます）。

【出典】 文部科学省 第4次航空機モニタリングの測定結果について（2011年12月16日) （当時）
原子力規制庁 東京電力福島第一原子力発電所周辺の航空機モニタリング[第9次]（2015年2月13日)

（2011年11月時点） （2014年9月時点）
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■■福島における放射線の状況■■

※ 天然核種による空間線量率を含む。
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[2015年6月30日まで]

２．事故直後の外部被ばくの状況

【出典】福島県「県民健康調査」検討委員会（第20回）より作成

９９．８％

９９．９８％

県民健康調査「基本調査」の行動記録から推計した
外部被ばくによる実効線量の分布

（放射線業務従事者を除く）

○ 福島県「県民健康調査｣基本調査において、2011年３月11日から７月11日
まで｢いつ｣､｢どこに｣､｢どのくらいいたか｣などの行動記録から、事故直後の外部
被ばく線量（※用語解説参照）の推計を行っています。

○ 事故後4ヶ月間の外部被ばくによる実効線量推計値は、2015年6月30日まで
に推計が終了した放射線業務従事経験者を除く約45万5千人のうち、93.8％の
方が２ミリシーベルト未満、99.8％の方が５ミリシーベルト未満、99.98％の
方が10ミリシーベルト未満（最高値は25ミリシーベルト）という結果でした。

こうした結果から、福島県｢県民健康調査｣検討委員会では、｢放射線による健
康影響があるとは考えにくい｣と評価しています。
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■■福島における放射線の状況■■
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○ チェルノブイリ原発事故では、住民における放射線による健康影響と
して、小児の甲状腺がんの増加が確認されています。
⇒原子放射線の影響に関する国連科学委員会（2008年報告）

○ 東京電力福島第一原発事故の後、子どもたちの健康を長期に見守るた
めに、福島県では、｢県民健康調査｣において、震災時概ね18歳以下で
あった全県民を対象に、超音波を用いた精度の高い甲状腺検査を順次実
施しています。

○ 具体的には、現時点での甲状腺の状態を把握するための先行検査
（2011年10月より実施）や継続して確認するための本格検査（2014
年4月から2016年3月までに全員を検査し、その後20歳までは2年ご
と、20歳以上は5年ごとに検査）を実施しています（※１）。

○ 先行検査では、2015年６月末までに約30万人が受診し、113人が
甲状腺がんの「悪性ないし悪性疑い」と判定、このうち99人が手術を
受け、乳頭がん95人、低分化がん3人、良性結節1人という確定診断が
得られています。

５．甲状腺検査の状況

（2015年6月30日分まで）
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■■福島における放射線の状況■■

※1 2015年6月30日現在、受診者数は、先行検査300,476人（対象者367,685人）、本格検査169,455人
（対象者数約378,778人）となっています。

判定内容 人数（人）

300,476

Ａ１ 結節やのう胞を認めなかったもの 154,606 51.5

Ａ２ 5 .0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの 143,576 47.8

5 .1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの 2,293

甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの 1

判定内容 人数（人）

153,677

Ａ１ 結節やのう胞を認めなかったもの 63,884 41.6

Ａ２ 5 .0mm以下の結節や20.0mm以下ののう胞を認めたもの 88,570 57.6

5 .1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの 1,223

甲状腺の状態等から判断して、直ちに二次検査を要するもの 0

<甲状腺検査（先行検査）の実施状況＞

［判定結果の説明］
　・Ａ１、Ａ２判定は次回の検査まで経過観察
　・Ｂ、Ｃ判定は二次検査（二次検査対象者に対しては、二次検査日時、場所を改めて通知して実施）
　※　Ａ２の判定内容であっても、甲状腺の状態等から二次検査を要すると判断した方については、Ｂ判定としています。

Ａ判定 99.2

Ｂ判定 0.8

Ｃ判定 0

Ｃ判定 0.0

100

判定結果

結果確定数

悪性ないし悪性疑い 113人（手術実施 99人：良性結節1人、乳頭癌95人、低分化癌3人）

悪性ないし悪性疑い 25人（手術実施 6人：乳頭癌6人）

内訳割合（％）

100

＜甲状腺検査（本格検査）の実施状況＞

判定結果 内訳割合（％）

Ａ判定 99.2

Ｂ判定 0.8

結果確定数



○ このような大規模かつ精度の高い調査はこれまで行われていなかっ
たため、小児で結節やのう胞を認める頻度や、検査結果に生じうるば
らつきは分かっていません。

このため、環境省が実施主体となり、福島県外の３県で県民健康調
査と同様の超音波検査を実施したところ、福島県の結果とほぼ同様で
した。

○ 環境省で開催した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の
健康管理のあり方に関する専門家会議の中間取りまとめにおいては、
「今回の事故による放射線被ばくによる生物学的影響は現在のところ
認められておらず、今後も放射線被ばくによって何らかの疾病のリス
クが高まることも可能性としては小さいと考えられます。しかし、被
ばく線量の推計における不確かさに鑑み、放射線の健康管理は中長期
的な課題であるとの認識の下で、住民の懸念が特に大きい甲状腺がん
の動向を慎重に見守っていく必要があります。」とされています。

５．甲状腺検査の状況
（続き）
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■■福島における放射線の状況■■

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議
平成26年12月22日 中間取りまとめより

【参考】福島県外３県における甲状腺有所見率調査結果
（2012年11月～2013年3月に実施）

A1 670 41.1 404 29.6 779 56.9 154,606 51.5

A2 939 57.6 947 69.3 582 42.5 143,576 47.8

福島県外３県における甲状腺所有見率調査は2012年度実施、福島県県民健康調査甲状腺検査（先行検査）は2015年6月30日現在

0.8

0.0

（計） 1,630 100 1,366 100 1,369 100 300,476 100

C 0 0.0 0 0.0

B 21 1.3 15 1.1

0.0 1

人数（人） 割合（％） 人数（人）

298,182

8 0.6 2,293

0

割合（％）

Ａ 1,609 98.7 1,351 98.9 1,361

判定結果 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）

99.4 99.2

青森県（弘前市） 山梨県（甲府市） 長崎県（長崎市） 甲状腺検査（先行検査）



2011年6⽉27⽇〜 2012年2⽉1⽇〜
2012年1⽉31⽇ 2015年8⽉31⽇

15,384⼈ 249,701⼈ 265,085⼈ （ 99.99% ）

13⼈ 1⼈ 14⼈ （ 0.01% ）

10⼈ 0⼈ 10⼈ （ 0.00% ）

2⼈ 0⼈ 2⼈ （ 0.00% ）

15,409⼈ 249,702⼈ 265,111⼈ （ 100% ）

①測定を実施した自治体

１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満

１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

２ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

３ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

②測定実施機関

④測定結果（預託実効線量）　（2015年8月分まで：2015年9月30日発表）

福島県内全59市町村

弘前大学医学部附属病院、杜の都産業保健会、アトムワールド、新潟県、金沢医療センター、大津赤十字病
院、愛媛大学医学部附属病院、広島大学病院、長崎大学病院（2015年10月14日現在）

合計

福島県では、県外に避難された方が受検できるようホールボディ・カウンタ車を巡回して検査を行っており、
現在までに栃木県、山形県、秋田県、岩手県、宮城県、京都府、兵庫県、千葉県、神奈川県、東京都、群馬
県、埼玉県、沖縄県、愛知県、長野県、静岡県、岐阜県、山梨県、北海道、岡山県、三重県、鳥取県、大阪
府、福岡県、熊本県、佐賀県、高知県、香川県、徳島県、大分県、宮崎県、富山県、島根県、山口県で検査が
実施された。（2015年9月30日現在）

③ホールボディ・カウンタ車の巡回による県外での検査について

合　　計

６．現在の内部被ばくの状況
（ホールボディ・カウンタ検査）

＜福島県におけるWBCの測定結果＞

○ 福島県が実施しているホールボディ・カウンタ（ＷＢＣ）検査では、現
在、食品摂取などによる放射性セシウム（セシウム134とセシウム
137）による内部被ばく（※用語解説参照）の状況を検査・調査（※1）してい
ます。

○ 2015年8月末までに約26万5千人に対して検査を実施したところ、
99.99％の方が、預託実効線量（※用語解説参照）で1ミリシーベルト未満
と推計されました。福島県では、検査を受けた全ての方の内部被ばく線量は、

｢健康に影響が及ぶ数値ではありません。｣と説明しています。

7

※１ 検査は2011年6月から始まっており、物理学的半減期（※用語解説参照） が短いヨウ素131は
検出されていない。

※ 預託実効線量：2012年1⽉までは2011年3⽉12⽇の1回摂取と仮定、2012年2⽉以降は2011年3⽉
12⽇から検査⽇前⽇まで毎⽇均等な量を継続して⽇常的に経⼝摂取したと仮定して、体
内から受けると思われる内部被ばく線量について、成⼈で50年間、⼦どもで70歳までの線量
を合計したもの。

【出典データ】福島県「ホールボディカウンターによる内部被ばく検査 検査の結果について」から作成

■■福島における放射線の状況■■



７．食品中の放射性物質
（食品中の放射性物質の検査）

 食品中の放射性物質に関する基準値（※１）は、食品安全委員会の食品健康影
響評価及びコーデックス委員会（※２）における食品に関する国際規格を踏ま
え、食品の摂取に伴う被ばく線量が年間一ミリシーベルトを超えないように設
定されています。

 地方自治体においては、原子力災害対策本部が決定したガイドライン（※３）

に従って検査計画を策定し、基準値に基づくモニタリング検査を計画的に実施
しています。検査の結果、基準値を超過した食品があった場合には回収・廃棄
が、基準値を超過する食品に地域的な広がりが認められる場合には出荷制限
（※４）が行われています。

 食品中に含まれる放射性物質について、基準値超過割合は年々減少して
おり、麦は2012年度、野菜類、果実類、茶、畜産物では2013年度以
降の検査では基準値を超えたものはありません。
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※１ 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）第１のＡの12及び厚生労働大臣
が定める放射性物質（昭和24年厚生省告示第129号）

※２ 国際連合食糧農業機関と世界保健機関により設立された政府間組織（P20 ※３参照）
※３ 検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方（原子力災害対策本部 平成23

年4月4日制定／最終改正平成27年3月20日）
※４ 原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第20条第2項の規定に基づく都道府県

知事宛て原子力災害対策本部長指示によるもの

■■福島における放射線の状況■■

 厚生労働省及び自治体等が公表したデータ等に基づき作成。「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考
え方」（原子力災害対策本部決定）で対象自治体としている17都県の検査結果。水産物については全国を集計。米、
豆類は生産年度で集計。

 比較のため、2014年度現在の基準値（2012年4月1日～）に揃えて超過点数を計上。食品中の放射性セシウムの基準
値設定についてはP20 「15.今回の原子力災害に対する我が国の対応（食品の放射性物質に関する規制） ※３」を参
照。

 茶の基準値は2012年度以降は飲用に供する状態で10 Bq/kg、2011年度は生茶葉・荒茶・製茶の状態で500 Bq/kg
（飲用に供する状態での放射性セシウム濃度は、荒茶の概ね50分の1）として計上。

 福島県産米については、2012年度から県下全域で全袋検査が行われている。

食品中の放射性物質の検査結果について

2,040 0 0% 1,846

188,304

4.8% 557

16 2.3% 689

385 3.0% 12,671

210 7.7% 2,732

検査点数
基準値

超過点数
超過割合 検査点数

品 目
2012年度 2013年度 2014年度

基準値
超過点数

超過割合 検査点数
基準値

超過点数
超過割合

震災以降、2011年度末まで

基準値
超過点数

超過割合 検査点数

592 0 0% 383

1101万

麦 0 0% 1,818 0 0%

米 84 0.0008% 1038万 28 0.0003% 1104万 2 0.00002%592 2.2% 26,464

27

19,657 0 0% 16,712

3,459

野 菜 類 5 0.03% 18,570 0 0%

豆 類 63 1.1% 5,962 21 0.4% 5,167 4 0.12%

447 0 0% 206

3,302

茶 13 1.5% 867 0 0%

果 実 類 13 0.3% 4,478 0 0% 4,243 0 0%

192 8.6% 2,233

1,049

原 乳 0 0% 2,421 0 0%

その他地域特産物 14 0.5% 3,094 0 0% 1,618 0 0%16 3.2% 498

8 0.4% 1,919

肉・卵
（野生鳥獣肉除く）

4 0.003% 154,866 0 0%1058 1.3% 79,181 194,945 0 0%

7,581 103 1.2% 8,557きのこ・山菜類 605 9.2% 6,588 194 2.6%779 20.2% 3,856

20,922水 産 物 1,093 5.6% 19,565 302 1.5% 20,695 100 0.5%1,476 17.2% 8,576
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７．食品中の放射性物質
（食品中の放射性物質から受ける放射線量の調査結果）
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■■福島における放射線の状況■■

○ 厚生労働省は、国立医薬品食品衛生研究所に委託して、201４年9月か

ら10月に、全国15地域で、実際に流通する食品を購入し、食品中の放射

性セシウムから受ける年間放射線量を推定しました。

○ 調査（※１）の結果、食品中の放射性セシウムから人が受ける放射線量は、

年間0.0007～0.0022ミリシーベルトと推定され、これは現行基準値の

設定根拠である１ミリシーベルトの１%以下であり、極めて小さいことが

確かめられました。

（調査の方法）
 調査は、マーケットバスケット調査方式（※2）により実施
 調査対象地域：福島県（浜通り、中通り、会津）、北海道、岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、東京

都、神奈川県、新潟県、大阪府、高知県、長崎県の13都道府県（15地域）

【出典】「食品中の放射性セシウムから受ける放射線量の調査結果」（平成26年9・10月調査分）より作成

※ マーケットバスケット試料は、210試料を作製（15地域×14食品群）
食品群の内訳： （１群）米、（２群）雑穀・芋、（３群）砂糖・菓子、（４群）油脂、（５群）豆、（６群）果実、（７群）有色野菜、

（８群）その他の野菜・漬物・きのこ・海藻、（９群）嗜好飲料、（10 群）魚介、（11 群）肉・卵、（12 群）乳、
（13 群）調味料、（14 群）飲料水

※１ 食品・添加物等規格基準に関する試験検査「食品中の放射性物質の摂取量等調査」（国立医薬
品食品衛生研究所）

※２ マーケットバスケット調査方式は種々の化学物質の摂取量を推定するための調査方式の１つ
※３ ICRP Publication 72 の成人の預託実効線量係数（※ 用語解説参照）

【測定・計算の方法】
• 2014年9・10月に、各調査対象地域のスーパーマーケット等で市販された食品を購入。購入に当たっては、可能な

限り地元産品あるいは近隣産品等となるよう配慮。
• 購入した食品をそのままの状態、あるいは必要に応じて調理した後、食品摂取量の地域別平均の分量に従って合

計14の食品群に分別し、食品群ごとに混合・均一化したものをマーケットバスケット試料とした。
• マーケットバスケット試料の放射性セシウムの濃度をゲルマニウム半導体検出器を用いて22時間測定し、測定値

（Cs-134とCs-137の合計）と預託実効線量係数（※3）を用い、平均的な食事を１年間摂取したと仮定した場合の預
託実効線量を計算。

1ミリシーベルト/年

0.00

1.00

0.50

0.10

（ミリシーベルト）
食品中の放射性セシウムから受ける年間の放射線量

年間の放射線量：
0.0007～0.0022ミリシーベルト
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○ 世界保健機関(ＷＨＯ)が2013年２月に公表した｢2011年東日本大震災
後の原発事故に関する予備的被ばく線量推計に基づく健康リスクアセスメ
ント｣では、2011年までの限られた情報に基づき、全体的に過大評価にな
るように線量を推計しており、健康影響については、

被ばく線量が最も高かった地域の外側では、福島県においても、がんの罹

患のリスクの増加は小さく、がん発生の自然のばらつきを越える発生は予
測されない。

としています（※1）。

【出典】World Health Organization, Health risk assessment from the nuclear 
accident after the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami, 
based on a preliminary dose estimation, 2013.

○ 原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)では、その後の
情報も取り入れ、より現実的な線量評価を行っており、2014年４月2日
に｢2011年東日本大震災と津波に伴う原発事故による放射線のレベルと影
響評価｣報告書が発表されました。同報告書においては、被ばく線量の推計、
健康リスクの評価を行い、結論としては、

• 福島県の住民の甲状腺被ばく線量は、チェルノブイリ事故後の住民の被
ばく線量と比べかなり低く、チェルノブイリ事故後のように実際に甲状
腺がんが大幅に増加する事態が起きる可能性は無視することはできる。
福島県民健康調査における子どもの甲状腺検査について、このような集
中的な検診がなければ通常は検出されなかったであろう甲状腺異常（多
数のがん症例を含む）が比較的多数見つかると予想される。

• 不妊や胎児への障害などの確定的影響は認められず、白血病、乳がん、
固形がんについて増加が観察されるとは予想されない。遺伝性の影響の
増加が観察されるとは予想されない。

と報告されました。

ア ン ス ケ ア

９．ＷＨＯ、ＵＮＳＣＥＡＲの健康影響評価

11

【出典】 UNSCEAR, Levels and Effects of radiation exposure to the nuclear accident 
after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami, UNSCEAR 2013
Report, Vol. Ｉ, 2014.

※１ WHOリスク評価報告書は、健康リスクの過小評価を防ぐため、過大であっても過小とならな
いように、被災地の食品を主として食べ続けたなどの仮定のもと、リスクを高めに算出したも
のである。そのような仮定をおいたとしても｢最も被ばくした地域の限られたグループの人達
では、ある種のがんの生涯リスクがいくらか上昇するかもしれない。｣との評価。なお、本報告
書の健康リスク評価は、健康管理を行うべき対象者及び疾患の範囲を検討することを目的と
しており、将来の健康影響を予測するものではないとされている。現在、福島県で行われて
いる県民健康調査が継続して実施されることが健康管理に有効との見解を示している。

■■福島における放射線の状況■■
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【出典データ】ＵＮＳＣＥＡＲ報告書（２００８年） 【出典データ】ＵＮＳＣＥＡＲ報告書（２００６年）

【出典】ＵＮＳＣＥＡＲ報告書（２０００年）
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.  ,  

【出典データ】IAEA報告書（2001）及び「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」
（2011年6月）等
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用語解説

<目次>

 放射線の飛距離（飛程）

 放射線の透過力

 放射線の半減期

 外部被ばくと内部被ばく

 放射線に関する単位
（ベクレル、グレイ、シーベルト）

 シーベルトを用いる様々な量
• 等価線量と実効線量
• 空間線量と個人線量
• 預託実効線量

 確定的影響と確率的影響

 放射線によるＤＮＡの損傷と修復

 放射線に関する海外の機関
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